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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面（２）と、骨に対面する底面（３）と、プレートの長手方向軸線（４）に沿って配
列され、かつ、底面（３）及び上面（２）を繋ぐと共に、骨用ネジ（１０）を受容するた
めの、中心軸線（６）を有する複数の穴（５）とを含み、少なくとも、該穴（５）の二つ
は、前記中心軸線（６）と同軸に配置され、かつ、底面（３）を越えて突出している膨出
部（８）を備えている骨接合のための骨用プレート（１）において、
　単一の板片からなり、
　外周ネジ部（１２）を持つ円錐状のネジ頭部（１１）を有する少なくとも二本の骨用ネ
ジ（１０）を備え、
　膨出部（８）が設けられた穴（５）の領域における、計測された骨用プレートの厚さは
、これらの穴（５）間の領域におけるよりも１．１～４．０倍厚く、穴（５）は一重また
は二重の内周ネジ部（７）を有し、
　穴（５）の一重の内周ネジ部（７）のネジピッチは、０．４～１．５ｍｍの間であり、
穴（５）の二重の内周ネジ部（７）のネジピッチは、０．２～１．５ｍｍの間であり、
　膨出部（８）は、底面（３）を越えて０．１～３．０ｍｍの量だけ突出していることを
特徴とする骨用プレート（１）。
【請求項２】
　これらの穴（５）間の領域におけるよりも、膨出部（８）が設けられた穴（５）の領域
における厚さの方が大きいことを特徴とする請求項１に記載の骨用プレート（１）。
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【請求項３】
　膨出部（８）は、骨用プレート（１）から始まって、中空の円錐状にテーパがあること
を特徴とする請求項１または２に記載の骨用プレート（１）。
【請求項４】
　中空の円錐状に形成された膨出部（８）は、５度～１２０度の外側円錐角度（１４）を
有していることを特徴とする請求項３記載の骨用プレート（１）。
【請求項５】
　膨出部（８）を備えたこれらの穴（５）間の領域における、計測された骨用プレート（
１）の厚みは、１～２ｍｍの間であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
骨用プレート（１）。
【請求項６】
　膨出部（８）を備えたこれらの穴（５）間の領域における計測された骨用プレート（１
）の厚みは、０．８～１．２ｍｍの間であることを特徴とする請求項５記載の骨用プレー
ト（１）。
【請求項７】
　膨出部（８）を備えたこれらの穴（５）の中心軸線（６）は上面２に対し垂直に決めら
れていることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の骨用プレート（１）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、請求項１の前提部分に記載のような骨接合のために用いる骨用プレートに関す
るものであり、そして、請求項１８の前提部分に記載のような固定装置に関するものであ
る。
【０００２】
（背景技術）
ネジ頭部に形成された円錐状の外周ネジ部、及びこれと一致したプレートの穴に形成され
た円錐状の内周ネジ部によって、角度的にも軸線方向にも安定したネジ固定具の達成を可
能にする骨用プレートは、Ｗ０９７／０９０００で既に知られている。
【０００３】
しかしながら、この既知の骨用プレートは、ネジ頭部をプレートの穴に間違いなく固定す
るために、プレートが、ある最低の厚さを持っていなければならないという不利な点があ
る。プレートの厚さが２ｍｍ以下であると、ネジの固定に際し、角度や軸の安定性に欠け
る傾向がある。
【０００４】
（発明の開示）
本発明は、上記問題点を解決するための手段を提供するものである。
従って、たとえ、比較的、プレート厚さの薄いものが使用されていても、堅固で、角度的
にも軸方向にも、安定したネジ固定を保証する、骨用プレートを創作することが、本発明
の目的である。
【０００５】
本発明は、請求項１で示した、骨用プレートを提供することによってこの問題を解決する
ものである。
【０００６】
骨用プレートの穴周囲の領域における厚さは、－前記穴と穴との間に位置する領域に比較
して－プレートの底面より突出し、好ましくは、中空の円錐状に形作られた膨出部によっ
て達成される。
この形状は、プレートの製作中に得られるようにしてもよい。例えば、プレートの穴の周
囲の領域を押えて、円錐の形に深く抜く（絞る）工程中に得てもよい。
膨出部を備えた穴の領域内における骨用プレートの厚さは、前記穴と穴の間の領域におい
て計測した厚みよりも、１．１～４．０倍厚く、好ましくは、１．５～２．５倍厚くする
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べきである。
膨出部は、０．１～３．０ｍｍ、好ましくは、０．５～１．０ｍｍの量だけ底面を越えて
突出させるべきである。
膨出部を設けた穴の間の領域において、計測された骨用プレートの厚さは、１～２ｍｍ、
好ましくは０．８～１．２ｍｍでもよい。
【０００７】
好ましい実施態様として、膨出部は、中空の円錐形にて形成されている。円錐形の外側円
錐角度は、５～１２０度の間、好ましくは、４０～１００度の間である。
【０００８】
好ましい実施態様では、膨出部を設けた穴には、内周スクリューネジが設けられている。
この内周ネジ部は、環状の円筒形または円錐形のいずれであってもよい。後者においては
、好ましくは底面に対し、膨出部をもって設けられている穴にはテーパがある。
円錐形にテーパがある内周スクリューネジは、５～５０度の円錐角度、好ましくは、１０
～３０度の円錐角度を有していてもよい。
【０００９】
内周スクリューネジは、一重ネジまたは二重ネジのいずれかであってもよい。一重内周ネ
ジ部のためのネジピッチは、０．４～１．５ｍｍ、好ましくは、０．６～１．２５ｍｍで
あるべきである。二重の内周ネジ部のための、ネジピッチは、０．２～１．５ｍｍ、好ま
しくは、０．３～０．８ｍｍであるべきである。
【００１０】
膨出部を設けた穴の中心軸線は、上面に対して、実質上、垂直に決められている。そして
、好ましくは相互に平行に延びている。
【００１１】
好都合には、本発明による骨用プレートは、好ましくは、外周ネジ部が設けられている円
錐形のネジ頭部を有する骨用ネジと組み合わせることによって使用される。
円錐形のネジ頭部の円錐角度は、好都合に、プレートの穴に設けられた内周ネジの円錐角
度に一致させるべきである。前記内周ネジ部は円錐形に形成されている。この形状は、穴
の周囲の領域における厚さで、骨用プレートを得ることを可能にする。
この厚みにおいて、（または、もっと正確に言うと、軸方向に慎重に延ばしたプレート穴
における厚みにおいて、）均一厚さでプレートを実現可能であるよりもさらに多くのネジ
すじ数を切ることが可能となる。
これは同時に、骨用プレートの機械的特徴、骨に対する柔軟性及び順応性を保持する一方
、改良したネジ固定を達成させる。
【００１２】
本発明による骨用プレートは、特に、薄い骨用プレートが、脊柱、骨盤、及び長骨の領域
において、特別に有利であると言う、全ての状況において使用可能である。
【００１３】
（発明を実施するための最良の形態）
次に、この発明及び更に改良した発明の代表的な一実施態様を、部分的図面を参考にして
その詳細を説明する。
【００１４】
図１に示されている骨接合のための単一片の骨用プレート１は、上面２と、骨に面する底
面３と、骨用ネジ１０を受容し、中心軸線６を有する複数の穴５とを備えている。これら
の穴５は、プレートの長手方向軸線４に沿って並び、かつ、底面３と上面２とを結合させ
る。前記図１は、このような穴５を二つだけ示しているが、さらに、多くの穴５が、骨用
プレート１の長さにより、右方向そして左方向に配列されていてもよい。
【００１５】
これらの穴５の中心軸線６は、骨用プレート１の上面２に対して垂直になっており、相互
に平行に延びている。
【００１６】
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これらの穴の間の領域で計測した骨用プレート１の厚みは１ｍｍである。図に示した二つ
の穴５は、中空の円錐状に形成された膨出部８を有している。膨出部８は、中心軸線６と
同軸に延び、底面３を越えて突出している。
【００１７】
これらの穴５には、底面３に対し円錐状にテーパがある一重の内周ネジ部７が設けられて
いる。（しかしながら、同様に環状、かつ円筒形、そして／または二重の内側ネジを使用
してもよい。）内周ネジ７の円錐角度１３は２０度である。膨出部８の外側円錐角度１４
は９０度である。内周ネジ部７のネジピッチは０．８ｍｍである。（二重の内周ネジ部の
場合、ネジピッチは、それに応じて、０．４ｍｍである。）
【００１８】
０．８ｍｍの高さを持つ膨出部８によって、これらの穴５の領域における骨用プレート１
は、その厚さが増大したものとなっている。それは、これらの前記穴５（厚さは１ｍｍで
ある）の間に位置する領域よりも１．８倍厚くなっている。
【００１９】
図の右手側の穴５に挿入された骨用ネジ１０は、外周ネジ部１２が設けられた円錐状のネ
ジ頭部１１を有している。この円錐状のネジ頭部１１の円錐角度１５は、２０度であり、
そしてこれは、円錐状の内周ネジ部７の円錐角度に一致している。
【００２０】
骨と骨用プレート１の接触面は、骨と対面する膨出部８の環状の前端部に限定されている
。それは結果として、骨用プレート１の下に位置する骨部分に良好な回復経過をもたらす
からである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　骨用ネジを挿入した、本発明による骨用プレートの縦断面を示したものである
。

【図１】
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